
東 北 女 子 短 期 大 学 学 則 

 

       第 １ 章  総     則 

 

第 １ 条   本学は教育基本法並びに学校教育法の定めるところにより家政学に関する 

       学術技芸を研究教授し、その実際的な応用能力を伸長すると共に人格の完 

       成に努め、民主的な文化国家および社会の有為な形成者となるべき指導的 

       人材を育成し、兼ねて教育職員を養成することを目的とする。 

    ２． 本学は教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育 

       研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する 

       ものとする。 

       本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令第40条で 

       定める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価 

       を受けるものとする。 
 

第 ２ 条   本学は東北女子短期大学と称する。 
 

第 ３ 条   本学に次の学科を置く。 

         被 服 科 

         生 活 科 

         保 育 科 

    ２． 被服科は服飾に関わる専門的な知識と技術を修得し、社会人としてコミュ 

       ニケーション能力をつけ、多様化するファッション業界で活躍できる女性 

       の育成を目的とする。 

       生活科は、食を中心に生活を健康で豊かに過ごすための知識と技術を学び、 

       社会に貢献できる栄養士、中学校教諭（家庭）、栄養教諭などの養成を目 

       的とする。 

       保育科は、現代社会に求められる確かな専門知識と技術を備えた人間性豊 

       かな幼稚園教諭・保育士の養成を目的とする。 
 

第 ４ 条   本学の修業年限は次の通りとする。 

         被 服 科   ２ 年 

         生 活 科   ２ 年 

         保 育 科   ２ 年 

       ただし、在学年限は４年をこえてはならない。 
 

第 ５ 条   本学の学生定員は次の通りとする。 

         被 服 科   入学定員  １５名   収容定員  ３０名 

         生 活 科   入学定員 １２０名   収容定員 ２４０名 

         保 育 科   入学定員 １００名   収容定員 ２００名 
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       第 ２ 章  教 育 課 程 
 

第 ６ 条   被服科・生活科・保育科の授業科目は共通教養科目・外国語科目・保健体 

       育科目・専門教育科目および教職に関する専門教育科目に分け、その単位 

       数および履修の方法は別表の通りとする。 
 

第 ７ 条   各授業科目の単位数は、１単位を４５時間の学修を必要とする内容を標準 

       として、次の基準により単位数を計算する。 

       (1) 講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

         ただし別に定めるものについては３０時間をもって１単位とする。 

       (2) 演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

         ただし別に定めるものについては１５時間をもって１単位とする。 

       (3) 実験・実習及び実技については、４５時間をもって１単位とする。 

         ただし別に定めるものについては３０時間をもって１単位とする。 
 

第 ８ 条   被服科・生活科・保育科の学生は２年以上在学し、次の通り６２単位以上 

       を修得しなければならない。 

       (1) 一般教育科目については、８単位以上を修得すること。 

       (2) 保健体育科目については、講義および実技各１単位計２単位を修得す 

         ること。 

       (3) 専門教育科目については、４０単位以上を修得すること。 
 

第 ９ 条   本学が教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て他の大学または短期 

       大学の教育施設において行った学習を、本学における授業科目の履修とみ 

       なして、単位を与えることがある。 

    ２． 本学に入学する前に学生が大学または短期大学において修得した単位を 

       本学に入学した後の授業科目履修の単位とみなし前項と合わせて１５単位 

       まで認定することがある。 
 

第１０条   教育職員免許状を得ようとする者は前条の規定によるほか、教育職員免許 

       法および同法施行規則等の規定による単位を修得しなければならない。 

    ２． 本学の各学科において取得できる教育職員免許状の種類は次の通りとする。 

         被 服 科   中学校教諭２種免許状（免許教科 家庭） 

         生 活 科   中学校教諭２種免許状（免許教科 家庭） 

                栄養教諭２種免許状 

         保 育 科   幼稚園教諭２種免許状 
 

第１１条   生活科において、栄養士の資格を得ようとする者は第８条の規定による 

       ほか、栄養士法および同施行令並びに同施行規則等の規定による単位を 

       修得しなければならない。 
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    ２． 保育科において、保育士の資格を得ようとする者は第８条の規定による 

       ほか、児童福祉法および同施行令並びに同施行規則等の規定による単位を 

       修得しなければならない。 
 

第１２条   本学所定の授業科目を一又は複数履修しようとする者があるときは、教授 

       会の議を経て科目等履修生として入学を許可することがある。 

    ２． 科目等履修生として入学を許可される者は、本学において就学するに必要 

       な学力があると認められた者に限る。 

    ３． 科目等履修生規定は学長が別にこれを定める。 

 

       第 ３ 章  学習の評価・課程修了の認定および卒業 
 

第１３条   各授業科目の履修を修了した者には単位を与える。単位を与えることの 

       認定は、その科目の履修時数および試験の成績によってこれを行なう。 

       ただし、授業料その他の納入金を未納の者はこの認定をうけることができ 

       ない。 
 

第１４条   試験は科目試験または研究報告とし、原則として学期末または学年末に行 

       なう。試験の評価は秀・優・良・可・不可をもって表し、可以上を合格と 

       する。 
 

第１５条   病気その他のやむを得ない事情により試験を受けることができなかった者 

       については、願い出により追試験を行なうことがある。 
 

第１６条   被服科・生活科・保育科に２年以上在学し、第８条の規定に従い62単位以 

       上を修得した者には、教授会の議を経て学長は卒業を認定する。 

    ２． 本学を卒業した者には学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を 

       授与する。 

    ３． 学位規程は別にこれを定める。 

 

       第 ４ 章  第１７条より第２４条まで削除 

 

       第 ５ 章  第２５条から第３２条まで削除 

 

       第 ６ 章  学年・学期および休業日 
 

第３３条   学年は４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終る。 
 

第３４条   学年は次の２期に分ける。 

        前 期   ４月１日より９月３０日に至る 

        後 期   １０月１日より翌年３月３１日に至る 
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第３５条   休業日は次の通り定める。 

        日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定 

        する休日、 

        柴田学園創立記念日（５月１４日） 

        春季休業  ３月２５日より４月７日まで 

        夏季休業  ７月２１日より８月３１日まで 

        冬季休業  １２月２５日より翌年１月２０日まで 

        ただし、休業中でも必要ある場合は授業を行なうことがある。 
 

第３５条の２ 授業日数は、試験等を含め年間３５週を下らないものとする。 

 

       第 ７ 章  職員および教授会 
 

第３６条   本学に次の職員を置く。 

        学  長  校務を掌り、所属職員を統督する 

        教  授  専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れ 

              た知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、 

              その研究を指導し、又は研究に従事する学生を教授し、そ 

              の研究を指導し、または研究に従事する 

        准 教 授  専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知 

              識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、そ 

              の研究を指導し、又は研究に従事する 

        講  師  教授または准教授に準ずる職務に従事する 

        助  教  専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び 

              能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導 

              し、又は研究に従事する 

        助  手  その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な 

              業務に従事する 

        副  手  助手に準ずる職務に従事する 

        司  書  本学附属図書館図書等の管理に関する事務を掌る 

        技術職員  技術に従事する 

        寮務職員  寄宿寮の事務を掌り学生の寮生活を指導する 

        事務職員  本学の事務に従事する 
 

第３６条の２ 本学の教授であった者は、別に定める規定により、名誉教授の称号が授与 

       されることがある。 
 

第３７条   本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。 

    ２． 教授会は学長および教授、准教授、専任講師をもって組織する。ただし、 

       特に必要と認めたときは、その他の職員を加えることがある。 

    ３． 教授会は学長がこれを召集し、その議長となる。 

    ４． 教授会は構成員の３分の２以上の出席によって成立する。 
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第３７条の２ 教授会において審議する事項は次の通りとする。 

       (1) 教育課程および授業に関する事項 

       (2) 学則および学内諸規定に関する事項 

       (3) 学生の入学・退学・休学・除籍・卒業等に関する事項 

       (4) 学生の厚生補導に関する事項 

       (5) 学生の賞罰に関する事項 

       (6) 教授・准教授・講師・助教・助手・副手の候補者の選考、昇格等に関 

         する事項 

       (7) 研究および教授に関する事項 

       (8) その他教育研究上必要な重要事項 
 

第３７条の３ その他教授会の運営に関し必要とする事項については別に定める。 

 

       第 ８ 章  入学・休学および退学等 
 

第３８条   本学に入学を志望する者は次の各号の何れか一の資格に該当することを要 

       する。 

       (1) 高等学校を卒業した者 

       (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

       (3) 通常の課程以外の課程により前項に相当する学校教育を修了した者 

       (4) 外国において学校教育１２年の課程を修了した者 

       (5) 文部科学大臣の行なう大学入学資格検定に合格した者 

       (6) 文部科学大臣の指定した者 

       (7) 相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると 

         本学において認めた者 
 

第３９条   前条による入学志願者にして所定の入学検定に合格した者に対し入学を 

       許可する。 
 

第４０条   本学の入学期は学年の始めとする。 

    ２． 入学に関する手続は別にこれを定める。 
 

第４０条の２ 入学を許可された者は保証人を定め指定の期間内に届け出なければなら 

       ない。 

    ２． 保証人は父母または成年の親族にして独立の生計を営む者とし、学生の 

       在学中の一切の事項について責任をもつものとする。 

    ３． 保証人が変更したとき、転居したときは直ちに届け出なければならない。 
 

第４１条   本学に編入学および転入学を志願する者があるときは、教授会の議を経て 

       入学を許可することがある。 

    ２． 編入学および転入学を許可された者の既習単位の取り扱いについては、教 

       授会の議を経て学長が決定する。 

    ３． 編入学および転入学の時期は、原則として学年の始めとする。 
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第４２条   他の大学等へ転学を希望する者は、保証人連署の上学長に願い出て、学長 

       の許可を得なければならない。 
 

第４３条   病気その他やむを得ない事情により３ヶ月以上就学することのできない者 

       は、保証人連署の上休学を願い出ることができる。 

    ２． 休学の期間は１年をこえることができない。ただし、特別の事情があると 

       認められた者にあっては引続き更に１年まで延長することができる。 

    ３． 休学の期間は在学年数に算入しない。 

 

第４３条の２ 休学期間満了のとき、または休学期間内であってもその事由が消滅した 

       ときは、許可を得て復学することができる。 
 

第４４条   退学しようとする者は、その事由を詳細に記し、保証人連署の上願い出な 

       ければならない。 
 

第４５条   願いにより退学した者が２年以内に再入学を願い出た場合は選考の上入学 

       を許可することがある。 

    ２． 前項の場合退学前に修得した単位の全部または一部をすでに修得したもの 

       と認め、修業年限を通算することがある。 
 

第４６条   次の各号の一に該当する者は教授会の議を経て学長が除籍する。 

       (1) 第４条に規定する在学年限を越えた者 

       (2) 死亡または行方不明の者 

       (3) 正当な理由がなくて授業料その他の諸納入金の納入を怠った者 
 

第４７条   入学・休学・退学および復学・再入学の許可は教授会の議を経て学長が 

       これを行なう。 

 

       第 ９ 章  学   費 
 

第４８条   本学の学費は次の通り定める。 

        入学検定料       １万円 

        入 学 金      ２０万円 

        授 業 料   年額 ５５万円 

        教育充実費   年額 ２５万円 

        施設整備費   年額 １０万円 
 

第４９条   既納の授業料その他の諸納入金は、如何なる理由があっても返付しない。 
 

第５０条   授業料その他の諸納入金は本学に学籍を有する間出席の有無にかかわらず 

       各学期始め指定の日までに年額の２分の１宛２回納入しなければならない。 

       ただし、願い出により年１０回に分納することができる。 
 

第５１条   休学の場合は授業料の半額を所定の期日までに納入しなければならない。 
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第５２条   削除 
 

第５３条   実験・実習費その他教育に必要な費用を別に徴収することがある。 

    ２． 前項の納入金の種類・金額・納入期日等については別に定める。 

 

       第１０章  第５４条から第５５条まで削除 

 

       第１１章  公開講座・講習会 
 

第５６条   家政に関する学術技芸の普及と成人教育の充実および現職教育のため本学 

       に公開講座・講習会その他の機関を設けることができる。 

第５７条   公開講座・講習会等に関する細則は別にこれを定める。 

 

       第１２章  図 書 館 
 

第５８条   本学に附属図書館を設ける。 
 

第５９条   図書館規定は別にこれを定める。 

 

       第１３章  寄宿寮および厚生保健施設 
 

第６０条   本学は学生のため寄宿寮を置く。 
 

第６１条   寄宿寮規程は別にこれを定める。 
 

第６２条   本学学生の生活の福利と修学目的の達成を図るため、厚生保健施設を置く。 

 

第６３条   厚生保健施設に関する規定は別にこれを定める。 
 

第６４条   本学学生の健康増進のため運動場体育館衛生施設等の施設を設け、学校医、 

       厚生主任を置く。 

 

       第１４章  褒賞・奨学・懲戒 
 

第６５条  本学の学生にして性行善良、身体強健、学術優秀で他の模範となる者は、 

       教授会の議を経て学長はこれを褒賞する。 
 

第６６条   学資支弁困難にして性行善良、身体強健、学術優秀なる学生は、柴田学園 

       奨学規程の適用を受けることができる。 
 

第６７条   本学の教育精神に反し、学生の本分を怠り、成業の見込みない者に対して 

       は教授会の議を経て学長はこれを懲戒する。 

    ２． 懲戒は訓告、停学及び退学とする。 
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    ３． 前項の退学は次の各号の一に該当する者に対し行なう。 

       (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

       (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

       (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

       (4) 学校の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に反した者 

 

 

  附 則 

   本学則は平成２０年４月１日より施行する。 

  附 則 

   本学則は平成２２年４月１日より施行する。 

  附 則 

   本学則は平成２３年４月１日より施行する。 
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【別表】 

授業科目の区分 学科名 授 業 科 目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

共 通 教 養 科 目 被 服 科 倫 理 学  ２  

 生 活 科 心 理 学 ８ ２  

 保 育 科 国 文 学 単 ２  

 （共 通） 歴 史 学 位 ２  

  法 学 以 ２ 日本国憲法を含む 

  経 済 学 上 ２  

  社 会 学  ２  

  化 学  ２  

  生 物 学  ２  

  

生 活 科 学  ２  

 

 

キ ャ リ ア 基 礎 演 習  ２ 

   

  計  ２２  

外 国 語 科 目  英     語 ⑴  ２  

  英     語 ⑵  ２  

  中 国 語  ２  

  計  ６  

保 健 体 育 科 目  体     育 ⑴ １   

  体     育 ⑵ １   

  計 ２   
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授業科目の区分 学科名 授 業 科 目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

専 門 教 育 科 目 被 服 科 家 庭 経 営 学 ⑴ ２  家族関係学を含む 

家 庭 経 営 学 ⑵ ２  家庭経済学を含む 

  現 代 作 法 学  ２  

  被 服 学  ２  

  被 服 史  ２  

  被 服 繊 維 学  ２  

  被 服 材 料 学 ２   

  繊 維 製 品 試 験 ⑴  １  

  繊 維 製 品 試 験 ⑵  １  

  被 服 衛 生 学  ２  

  染 色 学  ２  

  染 色 学 実 習  ２  

  被 服 整 理 学 ２   

  被 服 整 理 学 実 験  １  

  服 飾 デ ザ イ ン 論  ２  

  色 彩 学  ２  

  ビジュアルデザイン  １  

  アパレルＣＡＤ演習⑴  １  

  アパレルＣＡＤ演習⑵  ２  

  被 服 構 成 学  ２  

  被 服 製 作 実 習 ⑴ ･Ａ ３  和 裁 

  被 服 製 作 実 習 ⑴ ･Ｂ  ３ 和 裁 

  
被 服 製 作 実 習 ⑵ ･Ａ ４  洋 裁 

被 服 製 作 実 習 ⑵ ･Ｂ  ４ 洋 裁 

  被 服 製 作 実 習 ⑶ ２  卒業製作 

  手 工 芸 工 作 ２   

  繊 維 製 品 消 費 科 学  ２  

  消 費 者 保 護 論  ２  

  消 費 者 調 査 法  １  

  ファッション販売論  ２  

  ファッションビジネス論  ２  

  コ ン ピ ュ ー タ 演 習  ２  

  食 物 学  ２ 食品学を含む 

  栄   養   学 ⑴  ２  

  調 理 実 習 ２   

  住 居 学  ２  

  保 育 学  ２ 実習を含む 

  計 ２１ ５３  
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授業科目の区分 学科名 授 業 科 目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

専 門 教 育 科 目 生 活 科 家 庭 経 営 学 ⑴ ２  家族関係学を含む 

家 庭 経 営 学 ⑵  ２ 家庭経済学を含む 

  食 生 活 論  ２  

  解 剖 学  ２  

  解 剖 生 理 学 実 験  １  

  運 動 生 理 学  ２  

  生 化 学  ２  

  生 化 学 実 験  １  

  栄 養 学 総 論 ２   

  栄 養 学 各 論  ２  

  栄 養 学 実 習  １  

  臨 床 栄 養 学  ２  

  臨 床 栄 養 学 実 習  １  

  公 衆 栄 養 学  ２  

  食 品 学 総 論 ２   

  食 品 学 各 論  ２  

  食 品 学 実 験  １  

  食 品 加 工 学  ２  

  食 品 加 工 学 実 習  １  

  食 品 衛 生 学 ２   

  食 品 衛 生 学 実 験  １  

  公 衆 衛 生 学 ⑴  ２  

  社 会 福 祉  ２  

  調 理 学 ２   

  
調 理 実 習 ⑴ ２   

調 理 実 習 ⑵  ２  

  
栄 養 指 導 論 ⑴  ２  

栄 養 指 導 論 ⑵  ２  

  学 校 栄 養 指 導 論  ２  

  栄 養 指 導 実 習 ⑴  １  

  栄 養 指 導 実 習 ⑵  １  

  給 食 計 画  １  

  給 食 実 務  １  

  給 食 管 理 実 習 ⑴  ２  

  給 食 管 理 実 習 ⑵  １  

  栄 養 士 実 務 演 習 ⑴  １  

  栄 養 士 実 務 演 習 ⑵  １  

  情 報 処 理  ２  

  被 服 学  ２  

  被 服 製 作 実 習 ２   
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授業科目の区分 学科名 授 業 科 目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

専 門 教 育 科 目 生 活 科 住 居 学  ２  

  保 育 学  ２ 実習を含む 

  生 理 学  ２  

  医 事 知 識  ２  

  医 療 秘 書 実 務  ２  

  医 療 事 務 総 論  ２  

  医 療 管 理 学  ２  

  診療報酬事務演習⑴  １  

  診療報酬事務演習⑵  １  

  医療情報処理演習⑴  １  

  医療情報処理演習⑵  １  

  事 務 機 器 演 習  １  

  簿 記  ２  

  国 語 表 現  ２  

  現 代 作 法 学  ２  

  生 活 文 化  １  

  計 １４ ７８  

 

 

授業科目の区分 学科名 授業科目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

教 職 に 関 す る 被 服 科 教 育 原 理 ⑴  ２  

専 門 教 育 科 目 生 活 科 教 育 原 理 ⑵  １  

 （ 共 通 ） 教 育 原 理 ⑶  １  

  教 育 心 理 学 ⑴  ２  

  教 育 心 理 学 ⑵  ２  

  教 育 方 法・技 術  １ 
情報機器及び教材の 

活用を含む 

  家 庭 科 教 育 法  ２  

  道 徳 教 育 の 研 究  １  

  特 別 活 動 の 研 究  １  

  学 級 ･ 生 徒 理 解  ２  

  師 弟 対 話  ２  

  教 育 体 験  ２  

  教 職 実 践 演 習  (中)  ２  

  教 職 実 践 演 習  (栄養)  ２ 生活科のみ開設 

  教 育 実 習  ５ 
事前・事後指導 
１単位を含む 

  栄 養 教 育 実 習  ２ 
事前・事後指導 
１単位を含む 
生活科のみ開設 

  計  ３０  
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授業科目の区分 学科名 授業科目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

専 門 教 育 科 目 保 育 科 教 育 原 理 ⑴ ２   

  教 育 原 理 ⑵  ２  

  教 育 方 法・技 術  １ 
情報機器及び教材の 

活用を含む 

  情 報 技 術  ２  

  保 育 原 理 ⑴ ２   

  保 育 原 理 ⑵  ２  

  社 会 的 養 護 ２   

  社 会 福 祉 ２   

  保 育 者 論  ２  

  相 談 援 助  １  

  児 童 家 庭 福 祉 ⑴ ２   

  児 童 家 庭 福 祉 ⑵  ２  

  保 育 の 心 理 学 ⑴ ２   

  保 育 の 心 理 学 ⑵  １  

  教 育 心 理 学 ２   

  子 ど も の 保 健 ⑴ ２   

  子 ど も の 保 健 ⑵  ２  

  子 ど も の 保 健 ⑶  １  

  子 ど も の 食 と 栄 養 ２   

  家 庭 支 援 論  ２  

  乳 児 保 育 ⑴ １   

  乳 児 保 育 ⑵  １  

  障 害 児 保 育 ⑴ １   

  障 害 児 保 育 ⑵  １  

  社 会 的 養 護 内 容  １  

  音     楽 ⑴ ２   

  音     楽 ⑵  ２  

  図  画  工  作 ⑴ ２   

  図  画  工  作 ⑵  ２  

  体     育 ⑴ ２   

  体     育 ⑵  ２  

  国 語 科 概 論  ２  

  生 活 科 概 論  ２  

  保 育 実 践 演 習  ２  

  教 育 体 験  ２  

  保 育 課 程 論  ２  

  保 育 相 談 支 援  １  
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授業科目の区分 学科名 授業科目 
単位数 

備  考 
必修 選択 

専 門 教 育 科 目 保 育 科 保 育 内 容 研 究 ６ ４  

     健   康  ⑴ (1)   

     健   康  ⑵  (1)  

     人 間 関 係  (1)   

     環 境 (1)   

     言   葉  ⑴ (1)   

     言   葉  ⑵  (1)  

     表   現  ⑴ (2)   

     表   現  ⑵    

  保 育 内 容 指 導 法  ２  

  成 長 相 談  ２  

  教 職 実 践 演 習  (幼)  ２  

  教 育 実 習  ５ 
事前・事後指導 

１単位を含む 

  保 育 実 習 ⑴  ４  

  保 育 実 習 指 導 ⑴  ２  

  

保 育 実 習 ⑵  ２  

保 育 実 習 指 導 ⑵  １  

計 ３２ ６２  

 


